
太田市私立幼稚園第３子以降保育料免除補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する

幼稚園（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に規定する特定教育・保育

施設を除く。以下「幼稚園」という。）の設置者（以下「設置者」という。）が第３子以

降の園児（同一の保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子を現に監護す

るものをいう。以下同じ。）によって監護されている者のうちその出生の早いものから順

次に数えて第３番目以降の園児（太田市私立幼稚園等災害等被災者保育料免除補助金交

付要綱（平成２３年４月１日太田市制定）に規定する太田市私立幼稚園等災害等被災者

保育料免除補助金の交付の対象となる者を除く。）をいう。以下「対象園児」という。）

の保育料の免除をする場合に、当該設置者に対し、私立幼稚園第３子以降保育料免除補

助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、太田市補助金に関する規則（平

成１７年太田市規則７６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 （保育料を免除する場合の補助金の交付） 

第２条 市長は、設置者が保護者（保護者及び対象園児が住民基本台帳法（昭和４２年法

律第８１号）に基づき本市の住民基本台帳に記録されている保護者に限る。ただし、住

民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情があると市長が認めたと

きはこの限りでない。）に対し保育料を免除する場合に補助金を交付するものとする。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、次に掲げる額の総額とする。 

⑴ 対象園児（次号に規定する対象園児を除く。）の年額の保育料から当該年度分の施設

等利用費（子ども子育て支援法の規定に基づく施設等利用費をいう。以下同じ。）を差

し引いた額の総額 

⑵ 年度の途中において対象園児となった場合は当該対象園児となった日の属する月か

ら当該年度末までの月数の保育料の額から施設等利用費を差し引いた額、対象園児で

なくなった場合は当該年度の最初の月（年度の途中において対象となった場合は、当

該対象者となった日の属する月）から当該対象園児でなくなった日の属する月までの

月数の保育料の額から施設等利用費を差し引いた額の総額 

 （添付書類） 

第４条 規則第５条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 私立幼稚園第３子以降保育料免除補助金に係る事業計画書（様式第１号） 



 ⑵ 私立幼稚園第３子以降保育料免除に関する調書（申請書）（様式第２号） 

⑶ 保育料の額を明らかにした書類 

（保育料免除に係る事務の取扱い） 

第５条 規則の規定により補助金の交付決定を受けた設置者は、保育料免除に係る事務の

取扱いを毎年３月３１日までに市長に報告するものとする。 

（証拠書類の整備） 

第６条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業等に係る収入及び支出についての証拠

書類を整備し、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保

管しておかなければならない。 

（その他） 

第７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 規則第５条第１項の規定により補助事業等の認定を受けようとする設置者は、この要

綱の施行前においても、その申請を行うことができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和元年度における補助金の額についての第３条の規定の適用については、同条第１



号中「当該年度分の施設等利用費（子ども・子育て支援法の規定に基づく施設等利用費

をいう。以下同じ。）の額」とあるのは「令和元年度における私立幼稚園就園奨励費の額

及び施設等利用費（子ども・子育て支援法の規定に基づく施設等利用費をいう。以下同

じ。）の額」と、同条第２号中「施設等利用費の額」とあるのは「令和元年度における私

立幼稚園就園奨励費補助金の額及び施設等利用費の額」とする。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 

 



様式第１号（第４条関係） 

                                  年  月  日 

私立幼稚園第３子以降保育料免除補助金に係る事業計画書 

                            幼稚園（認定こども園） 

番号 年齢 園児名 保護者名 年間保育料 
施設等利用費 

（～R1.9.就園奨励費） 
補助金 備考 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

計        



様式第２号（第４条関係） 

私立幼稚園第３子以降保育料免除に関する調書（申請書） 

 

（宛先）太田市長 

年  月  日 

 

申請者 

住所 

氏 名               ㊞ 

 

太田市私立幼稚園第３子以降保育料免除補助金交付要綱第４条の規定により、次のとおり申

請します。なお、保育料の免除を受けるに当たり、太田市私立幼稚園第３子以降保育料免除補

助金交付要綱第２条に規定する事項に関する個人情報について照会することに同意します。 

対

象

幼

児 

ふりがな 

氏  名 
生 年 月 日 幼 稚 園 等 名 歳 児 

 年  月  日   

 年  月  日   

 年  月  日   

対象幼児の属する世帯全員を記入してください。 

氏  名 生年月日 年 齢 続 柄    備    考 

 年  月  日    

 年  月  日    

 年  月  日    

 年  月  日    

 年  月  日    

 年  月  日    

 年  月  日    

 年  月  日    

 

 上記の対象幼児は、当園の在園児であることを証明します。 

 

                      園長 

                     又は設置者              ㊞ 

                                年  月  日 

 

注 備考覧には、幼稚園・認定こども園・保育所・学校に通園又は通学しているときは、その園名又は学校名

を記入してください。また、未就園、未就学及び就労の場合は、その旨を記入してください。 

 


